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大
気
汚
染
防
止
法
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文
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◎
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
共
用
水
域
」
と
は
、
河
川
、
湖
沼
、
港
湾
、
沿
岸
海
域
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
水
域
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
公
共
溝
渠
、
か
ん
が

い
用
水
路
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
水
路
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水

道
で
あ
っ
て
、
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
を
設
置
し
て
い
る
も
の
（
そ
の
流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
備
え
る
汚
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

（
略
）

二

化
学
的
酸
素
要
求
量
そ
の
他
の
水
の
汚
染
状
態
（
熱
に
よ
る
も
の
を
含
み
、
前
号
に
規
定
す
る
物
質
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
示
す
項
目
と
し
て
政
令
で
定
め
る
項

目
に
関
し
、
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
排
出
水
」
と
は
、
特
定
施
設
（
指
定
地
域
特
定
施
設
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
（
以
下
「
特
定
事
業
場
」
と
い
う

。
）
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水
を
い
う
。

６
〜
８

（
略
）

◎
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
鉱
山
」
と
は
、
鉱
業
を
行
う
事
業
場
を
い
う
。
た
だ
し
、
鉱
物
の
掘
採
と
緊
密
な
関
連
を
有
し
な
い
附
属
施
設
、
当
該
鉱
物
の
掘
採
に
係
る
事
業

を
主
た
る
事
業
と
し
な
い
附
属
施
設
及
び
鉱
物
の
掘
採
場
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
る
附
属
施
設
を
除
く
。

３
・
４

（
略
）

（
工
事
計
画
）

第
十
三
条

鉱
業
権
者
は
、
鉱
業
上
使
用
す
る
建
設
物
、
工
作
物
そ
の
他
の
施
設
で
あ
つ
て
保
安
の
確
保
上
重
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特

定
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

工
事
の
計
画
を
産
業
保
安
監
督
部
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
工
事
の
計
画
の
変
更
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
と
き
を
含
む
。
）
も
、
同
様
と
す
る
。

２
〜
５

（
略
）
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◎
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
十
五

（
略
）

十
六

電
気
工
作
物

発
電
、
変
電
、
送
電
若
し
く
は
配
電
又
は
電
気
の
使
用
の
た
め
に
設
置
す
る
機
械
、
器
具
、
ダ
ム
、
水
路
、
貯
水
池
、
電
線
路
そ
の
他
の
工
作
物
（

船
舶
、
車
両
又
は
航
空
機
に
設
置
さ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２
・
３

（
略
）

◎
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
二

（
略
）

三

有
害
液
体
物
質

油
以
外
の
液
体
物
質
（
液
化
石
油
ガ
ス
そ
の
他
の
常
温
に
お
い
て
液
体
で
な
い
物
質
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
う
ち
、
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
（
そ
の
混
合
物
を
含
む
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
物
質
で
あ
つ
て
、
船
舶
に
よ
り
ば
ら
積
み
の
液
体

貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
も
の
及
び
こ
れ
を
含
む
水
バ
ラ
ス
ト
、
貨
物
艙
の
洗
浄
水
そ
の
他
船
舶
内
に
お
い
て
生
じ
た
不
要
な
液
体
物
質
（
海
洋
に
お
い
て
投
入
処
分
を

し
、
又
は
処
分
の
た
め
燃
焼
さ
せ
る
目
的
で
船
舶
に
積
載
さ
れ
る
液
体
物
質
そ
の
他
の
環
境
省
令
で
定
め
る
液
体
物
質
を
除
く
。
）
並
び
に
海
洋
施
設
そ
の
他
の
海
洋
に

物
が
流
出
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（
陸
地
を
含
む
。
）
に
あ
る
施
設
（
以
下
「
海
洋
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

四
〜
十
三

（
略
）

十
四

廃
油
処
理
施
設

廃
油
の
処
理
（
廃
油
が
生
じ
た
船
舶
内
で
す
る
処
理
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
設
備
（
以
下
「
廃
油
処
理
設
備
」
と
い
う
。
）
の

総
体
を
い
う
。

十
五
〜
十
八

（
略
）


